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十
三

抽
期
利
子

十
八

十
九

第
一
一
期

以

控

切

利

子

仙
ｏ
期

阻

○
邊

金
鉋

元
利
金
支

払
ｏ
所

；
坑
期
問

払

込

期

日

平

成

十

七

年

九

月
二

十

日

崔
支

払
期

と

し
、

次

晒

口

式

１＝

よ

Ｏ

Ｏ

出

し

走

金

獺

岳

圭

払

う
。

た

だ

し
、

圭

払

期

が

獺

行

休

薫

日

１＝

当

た

る

と

岩

は
，

モ

切

里

営

薫

日

ヒ

支

担

う

＾
以

下
、

次

号

展

ぴ

寛
十

五

号

に

お

い

て

規

走

す

看

期

日
忙

つ

い

て

同

じ
Ｊ
．

－
』

－

饒
団
曲
瑚
ｘ

－

ｘ
－

－
昌

阯

佳

年

三

月

＝

十

日

及
ぴ

九

月
二

十

日

崔

支

払

朗

と

し
、

各

支

払
期

に

出

い

て
、

モ

切

目

以

前

六

月

”
に

ｏ

す

る

利

手

崔

支

払

う
．

平
成

二

十

七
年

三

月

＝

十

日

拍

面
金

缶

百

円

１＝

つ

き

百

円

目
本
蟷
行

平

成

十

七

年

三

月

四

日

か
筍

平

虚
十

七

年

三

月

十

五

目
ま

で

平

崩
十

七

年
一一一
月

二

十
一
一
日

○
閉

蕃

告

示
口
九

十
八
号

国

ｏ

の

尭

行

等

に

凹
す

る

省

令

＾
昭

和

玉

十

七

年

大

眉

省

令

第

三

十

号
〕

寛

六

集

第

一

項
晒

規

定

に

甚
一」
自
、

平

成

十

七

年
一一
百

＝

十

二

日
忙

尭

行
す

る

利

付

国

ｏ
の

尭

行

集

件

等

壱

吹

切

と

由

ｏ

告

示

す

る
、

平

成

十

七

年
一一一
月

十

八

日

助
誼
犬

臣

答

壇

禎
一

二三

名
耕
及
ぴ
嗣

号尭
行

の
相
拠

法
告

政
ぴ
モ

の

尭

項

掘

菩

硅

の

也

月
等

九十士
尭

行

掴

払

込

金

雷

，
恒
萬
面
金

疽獺

曽

珀

位

尭

行

日

１
坑

田

価

措

利

卒

利
付
国
ｏ
仙
券

…

年
二
第
一
一
百
三

十
回
〕

国
ｏ

邊
理
ユ

金
特
別
会
計
法

＾
明
治

三
十

九
年
法

律
第
六

号
〕

鷺
五
集
覧

一
項

社

ｏ

等

切

籔

善

に

関

す

る

法

常

＾
平

成

十

三

年

港

律

第

七

十

五

号
．

以

下

「
撮

着

法
」

と

い

う
．）
の

規

定
田

道

用

を

受

け

昌

も

の

と

し
，

モ

田

掘

巷

杷

凹

は

日
本

畠

行

と

す

る
。

日
本

黎

政

公

祉

忙

よ

る

国

ｏ

晒

■

＾

の

亜

蜆山
い

及
一
ひ

亜

得

ヒ

よ

る
雷
岩
打

鉋
面

金
竈
で

六
百
む

円

六
百
〇
六
百

万
円

五
万

円

撮

春

桂

晒

規

定

ヒ

よ

る

掘

菩

口
座

竈

肥
田

ｏ

又

は

旧

籔

は
，

＾

低

竈

面

金

疽

の

邊

鼓

倍

田

金

狙

に

よ

る

も

の

と

す

る
．

平

成

十

七

年

三

月

＝

十
一
一
目

疽

面

金

拍

百

円
に

つ

昔

百

胃
一

錨

年

Ｏ

・

一
パ

ー

セ

ン

ト

十
＝

十
一一一

十
四圭丈圭

十
八

十
九

握
田
利
子

の

払

込

み

初
期
利

子

踊
一
一
期

以

摸

切

刺

手

■
，
期
阻

＾
ｏ

金
缶

元
利
金
支

払
ｏ
所

寡
＾
期
問

払
込
期
目

Ｈ

日

本

籔

政

公

社

儲

畠

は
、

払

込

金

竈

１＝

加

え
、

次

切

＝

式

に

よ

Ｏ

○

出
し

た

金

獺

崔

第

十

九

号

に

規

定

す

る

期

日

忙

払

い

込

む

も

切

と

す

る
．

自
．－

帖

田
目
時
虚
θ
融
副
ｘ

－

ｘ

１

－
昌

彗
山

目

莞

行

時

忙

培

い

て
、

モ
の

利

子

ヒ

躰

る

所

得

税

が

獺

泉

饒

収

さ

れ

る

も

田

と

し

て

獺

巷

口

座

竈

中

の

口

連

に

肥

哉

ヱ

肚

咀

籔

さ

れ

る

も

の

ヒ

つ

い

て

は
、

前

記

Ｈ

晒

ｏ

式

に

よ
ｏ

口

出
し

た

金

萬

か

昌

当

誼

金

獺
に

画

分
切

二
十

由

乗

じ

た

金

岨

＾
た

だ

し
，

当
睦

国

ｏ

を

尭

行

時

ヒ

培

い

て

珀

得
す

君

者

が

非

居

住

者

又

は

外

国

法

人

で

あ

る

瑚

合

に

は
，

前

咀
］
□
の

ｏ

式

に

よ

ｏ

■

出

し

た

金

缶

ヒ

当

訣

非

居

住

者

又

は

外

国

怯

人

が

ｉ

用

を

受

け

る

所

得

崩
の

税

串

由

乗
じ

た

金

栢
〕

壷

蛯

除
す

昌

こ
と

が

で
岩

る
。

平

威
十

七

年
九

月

二
十

日

壷
支

担

期

と

し
、

次

晒

螂

式

に

よ

り

ｏ

出

し

た

金

疽

崔

支

担

う
。

た

だ

Ｌ
、

支

払

期

が

蟷

行

休

，

日

に

当

た

る

と

吉

胆
、

モ

的

翌

菅

鶉

目

に

支

払

う

＾
風

下
、

次

号

及
び

第

十

五

号

に
お

い

て

規

定

す

る

期

日

に

つ

い

て

同

じ
。

〕
．

自
』

－

田
目
｝
甜
Ｘ

ｉ

Ｘ
－

－
昌

｝

毎

年

三

月

二

十

日

及
ぴ

九

月

二

十

日

崔

支

払

期

と

し
、

各

支

払

期

に

由

い

て
、

そ

田

日

以

前

六

月

問

忙

口

す

る

利

子

壱

支

払

う
。

平

成

十

九

年

三

月

二

十

日

疽

面

金

栢

百

円

に

つ

昔

百

円

日
本

獺

行

平

戒

十

七

年

三

月
一

日

か

筍

平

成
十

七

年

三

月

十

五

日
ま

で

平

成

十

七

年
一一一
月
一
一
十
一
一
日

○
脱

鴉

ｉ
告

示

口

九

十

九
－１■

田

ｏ
田

莞

行

ｏ
忙

関

す

る

省

令

’
昭

和
五

十

七

年

夫

竈

省

帝

第

三

十

号
〕

鷺

六

曼
第

一

項
切

親

定
に

当
づ

嘗
、

平

成

十

七

年
一一一
月
二

十

二

日
忙

尭
行

す

る

利
付

国
ｏ

田

発

行

集

件

竈

壱

次

切

と

由

ｏ

告

示

す

る
．

平

成

十

七

年
一一一
月

十

八

目

副
詣
犬
臣

谷
垣

禎
一

一

毛

称

及

ぴ

記

利

付

国

亡

ｏ

券

＾
十

年

二

第

二

百
⊥^

号

十
八
回
〕

一
一

一一一五六七九十士圭
晃
行

晒

相

加

法

崔

及

ぴ

モ

の

集

項

掘

巷

法

の

竃

用
毎

莞

行

カ

苗

晃

行

日

，

賞

田

価

枯

利

率

幅
把
利
子

切

払

込

み

十
一一一

初

期

利

子

国
伽
硅

囲
基
金

特
別
会

計
法

＾
明
拍

三

十

九

年
法

常

境
六

号
〕

第

五

尭

ノ

ニ社

ｏ

等

切

掘

菩

に

関
す

る
法

裡

｛
平

成

十

三

年

硅

撞

蜻

七

十

五

号
，

以
下

、
掘

替

桂
」

と

い

う
．〕
の

規

定

の

遣

用

苗

量

け

る

も

切

と

し
，

モ

の

撮

善

棚

田

は

目

本

靱

行

と

す

る
．

日
本

竈

政

公

杜

に

よ

る

国

ｏ

切

寡

集

的

聰

掘
い

及

ぴ

聰

得

に

よ

君

尭

行

拍

面

金
臼

で

百

五
十

也

円

百

四

十

九
七

九

千
四

百

万

円

五
万

円

十
四芸共圭

十

八

臨
一
一
期

以

控

晒

利

子

○
邊
期

限

伽
邊
金

掴

元
利
金

支

担
坦
所

，
彙
期

間

毎

年

三

月

＝

十

日

及

ぴ

九

月
一
一
十

日

荏

支

私

期

と

し
、

告

支

払

期

に

宅

い

て
、

モ

切

目

與

前

六

月

問

忙

日

す

看

利

子

壷

立

抵

う
、

平

戚

＝
十

七

年
三

月

＝
十

目

頓

面
由

萬

百

円
ヒ

つ

き

百

円

日

本
獺

行

振

苦

法

切

規

定

忙

よ

る
振

首

□

座

打

の

記

聰

ヱ

ほ

記

畠

は
、

，

抵

苗

面

金

鶉

切

邊

鼓

借

切

由

頷

忙

よ

る

も

田

と

す

る
，

平
成

十

七

年
一一一
月
＝

十

＝

日

額

面

金
邊

百

円

に

つ

昔

九
十

九

円
九

十
六
像

年

一

・

五

パ

コ

セ
一
ノ

ト

Ｈ

日

本

劃

政
公

社

繕

識

は
，

払

込

金

獺

に

加

え
、

次

の

ｏ

式

に

よ

ｏ

箏

出

し

た

金

拍

壱

第

十

九

号

に

規

定

す

君
期

日

に

払

い

込

む

も

切
と

す

る
．

－
』

－

弼
囲
酔
螂
ｓ
醇
甜
ｘ

ｉ

ｘ

－

－
昌

山
雷

目

尭

行

時

に

お

い

て
、

モ

の

利

子

に

係

る

所

得

税

が

源

虫

蝕

収

さ

れ

る

も

の

と

Ｌ

て

掘

替

□

座

竈

中

切

口

座

に

咀

岱

又

は

配

囲
さ

れ

る

も

の

に

コ
い

て

畦
、

前

祀

Ｈ

の
圷

式

に

よ

ｏ

螂

出
し

た

金
拍

か

昌

当
疎

金

拍

に

百

分
切
一
一
十

由

乗

じ

た

金

拍

＾
た

だ

し
，

当

眩

国

■

荏

尭

行

時

に

お

い

て

亜

得

す

る

者

が

非

屠

住

者

又

は

外

国

法

人

で

畠

る

場

合

に

は
、

前

祀

Ｈ

の

Ｏ

式

に

よ

Ｏ

算

出

し

た

金

曽

ヒ

当

眩

非

眉

住

者

又

は

外

国

法

人

が

迫

用
岩

量

け

る

所

得

捌
切

税

串

崔

乗
じ

た

金
拍
〕

荏

控

除

す

る
’
」
と

が

で

昔

看
．

平

成
十

七

年

九
月

＝
十

日

崔

支

払

期

と

し
、

次

の

口

式

ヒ

よ

ｏ

螂

出

し

た

歪

調

崔

支

払

う
、

た

だ

し
、

支

払

期

卸

掘

行

休

崇

日

に

当

た

る

と

岩

は
，

そ

切

盟

芭

賞

目

ヒ

支

払

う

｛
以

下
，

吹

号

及
ぴ

第

十

玉

号

に
由

い

て

規

定

す

君

用

目

に

つ

い

て

同

じ
．
〕
．

－
．蜆

－

菌
国
申
曲
ｘ

－

共
－

昌
ｏ

出

平

崩

十

七

年
一一一
月

七

日

か

ら

平
成

十

七

年
一一一
月

十

五

目

ま

で

平

成

十

七

年

三

月

二

十

二

日

ｏ
□
生
労
■
‘
告
示
，
＾
十
一
〇

賞

■

監

＾
昭

和

三

十

玉

年

法

常

寵

百

四

十

正

号
〕

第

四

十

九

粂
錆

一

項

の
規

定

に
碁

づ

昔
、

藁

■

法

第

四

十

九

集

第

一

項
の

規

定

に
基

づ

宕

口

生

労
ｏ
⊥^

臣
晒

指

定

す

る

匿

萢

品

｛
咀

型
一一
十

六

年

厚
生

省
告

示

踊
十

七

号
〕

晒

一

部

を

次

切

よ

う

に

改

正

す

君
．

平

虚

十

七

年

三

月

十

八

日

月

生

労

ｏ

大

臣

尾

辻

秀

久

第

毒

品

嘉
と
し、
㎜
雀

讐

夏
㎜
雀
閉

ま

で

と

し
、

岨

の

次

に

茨

の

よ

う

に

加

え

る
、

皿

オ

キ

サ

リ

プ

ラ

チ

ン

ｏ

□

生

萌

■

讐

告

示

口

＾

十
一
一
号

藁

■
法

婁
ｕ
操
血
及
ぴ
供
血
畠
コ
せ
ん
業

取
捕
法
切
一

部
由

改

正
す

君

法

苗

の

茄

行

ヒ

伴
う

明

保

政

令

の
邊

傭

に

山
す

る

疎
令

＾
平

成

十
五

年

苗

令
第

五

亘
一一
十

五

号
〕

附

則

塙

八

条

の

規

定
に

甚
づ

昔
、

藁

■

桂

及
ぴ

撰
血

及

ぴ

供

血

茜

つ
せ

ん

賞

取
肺

桂
切

一

胡

を

改

正
す

る

法

偉
の

茄

行

に

伴

う

田

係

政

令

田

蛙

杣

忙

田
す

る

政
令

附

則
第

八

集
の

規

症

に

よ
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■
子
体
温
計

二

女

性

向

け

避

蛙

用

コ

ン

ト

ー

ム

三

男

性

向

け

通

妊

月

コ

ン

ド

ー

ム

』


